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財政援助団体等監査 

 

第１ 監査の基本方針 

地方自治法第 199条第 7項の規定及び苅田町監査基準に基づき、町が財政的援助（補助金交

付等）を行っている団体及び公の施設の管理を行わせている団体について、令和 2年度事業か

ら 2団体を抽出し監査を実施した。 

 

 

第２ 監査の方法 

監査の方法は、事前に提出を受けた財政援助等に係る出納関係帳簿や通帳の写し、各種規約

等の資料について、書類等を確認するとともに、援助団体や所管課に対して書面審査による方

法で実施した。 

また、財政援助団体等監査における着眼点及び重点項目については以下のとおりとした。 

 

１ 監査等の着眼点 

① 法令に従って適正に執行されているか 

② 経済的で、効率的かつ効果的に執行されているか 

 

２ 監査の重点項目 

 ① 補助金交付の妥当性 

 ② 財政援助団体における補助金に係る出納事務等の妥当性 

 

３ 監査の対象及び実施期間 

（１）監査の対象 

  監査は、次の 2団体を対象とし、重点項目に沿って検証を行った。 

 

団体名 苅田町老人クラブ連合会 

補助金の名称 老人クラブ連合会補助金 

令和2年度補助金額 6,305,698円 

所管課 地域福祉課 

 

団体名 苅田町シルバー人材センター 

補助金の名称 子育て支援サービス事業費補助金 

令和2年度補助金額 1,805,000円 

所管課 子育て・健康課 

 

（２）実施期間 

令和 4年 1月 13日～令和4年 3月 29日 
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第３ 監査の経過及び結果の概要 

財政援助団体等について、書類の確認及び書面審査等によって監査をした結果、概ね適正

に執行されていると認められた。 

 [書面審査による質疑] 

  ① 苅田町老人クラブ連合会補助金 

・現金出納帳と預金通帳との突合確認 

・役員活動費の確認 

・各部活動費の交付決定及び収支の確認 

・単位クラブ負担金の徴収 

・社会福祉協議会助成金の取扱 

・会員の加入促進対策（以上苅田町老人クラブ連合会） 

・老人クラブ補助金交付要綱に基づく補助金額算定内訳(以上地域福祉課) 

② 子育て支援サービス事業補助金 

  ・受託事業収入の計算及び利用料の管理 

  ・通帳・小口現金等の管理 

  ・事業の就業人数(延べ)の現状 

  ・利用促進の取組状況(以上シルバー人材センター) 

  ・補助金交付額の検討(以上子育て・健康課) 

   

 

第４ 監査の結果 

１ 苅田町老人クラブ連合会（苅田町老人クラブ連合会補助金） 

地域福祉課の補助金交付事務及び苅田町老人クラブ連合会の出納その他の事務は、概ね適正に

処理されていると認められた。 

 

２ 苅田町シルバー人材センター（子育て支援サービス事業補助金） 

  子育て・健康課の補助金交付事務及び苅田町シルバー人材センターの出納その他の事務は、概

ね適正に処理されていると認められた。 

 

 


